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７  目標及び施策

 １ 体系図
　地域公共交通の目指すべき将来像を実現するため、目標とこれを達成するための施策を以下のよ

うに体系付け、各種取組を進めます。

地域公共交通の目指すべき将来像

地域と地域をつなぎ、人が行き交う、暮らしやすいまち

施策体系

目　標 施　策

目標１
地域特性に応じた使いやすく、
わかりやすい公共交通

施策１
地域や利用者の移動ニーズに対応する移動手段の確保

施策２
多様な公共交通の連携による公共交通ネットワークの整備

施策３
公共交通を利用しやすい環境の整備

施策４
地域全体で公共交通を支える基盤づくり

目標２
地域とともにつくり、支える、
持続可能な公共交通

施策５
アクセス向上による都市拠点の形成強化

施策６
広域的な交通ネットワークの形成強化

目標３
まちの変化に応じた公共交通
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 ２ 課題と目標・施策の対応関係
　新発田市の地域公共交通に係る課題と本計画の目標・施策の関係について示します。

　※特に結びつきの強い課題について、結びつきの強い順に◎→○としている。

目　標 施　策

課　題

１
地域特性に応じた
使いやすくわかり
やすい公共交通

１
地域や利用者の移
動ニーズに対応す
る移動手段の確保

◎ ◎ ◎ ○ ○

２

多様な公共交通の
連携による公共交
通ネットワークの
整備

◎ ○

３ 公共交通を利用し
やすい環境の整備 ○ ◎ ○

２
地域とともにつく
り、支える、持続
可能な公共交通

４
地域全体で公共交
通を支える基盤づ
くり

◎ ◎

３ まちの変化に応じ
た公共交通

５ アクセス向上によ
る都市拠点の形成 ○ ◎ ◎ ○

６
広域的な交通ネッ
トワークの形成強
化

○ ◎
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 ３ 目標及び施策

・通学、通院、買い物といった利用ニーズと現状のネットワークや運行ダイヤ、運賃等を検証し、

　日常生活における公共交通の利用のしやすさを向上します。

・居住状況や高齢化、学校統合に伴う通学環境の内容の変化といった状況を踏まえ、地域におけ

　る最適な交通手段と交通拠点を検討し、効率的なネットワークの形成を図ります。

・待合環境や乗車環境の向上、情報発信の充実等によって公共交通に対する不安や抵抗感を解消

　し、利用の拡大を図ります。

　【目標１】
地域特性に応じた使いやすく、わかりやすい公共交通

評価指標 現状値 目標値（H35）

　① 路線バスの年間利用者数 120,371 人 126,000 人

　② コミュニティバスの年間利用者数 108,401 人 130,000 人

　③ 路線バスの見直し地区数 4 地区 8 地区

　④ 「バスどこ？」HP への年間アクセス件数 14,162 件 25,000 件

評価指標設定の理由

①、②、③：地域の日常生活の移動を担う公共交通であるため　　　
④：「バスどこ？」による情報発信を重点的な取組として行っているため
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  【施策１】地域や利用者の移動ニーズに対応する移動手段の確保

■施策の概要

①自家用車を運転できない高齢者や障がい者、高校生等のいわゆる交通弱者の「生活の足」とな
るよう、日常生活の移動ニーズに応じた、利用しやすい公共交通を整備します。一人での移動
が困難な方への移動支援については、それぞれの分野でその実情に応じて検討をしていきます。

②地域住民の日常の移動手段となっている新発田市コミュニティバス、川東コミュニティバスの
運行を継続します。また、持続可能な公共交通となるよう、利用状況や移動ニーズに応じ、運
行内容の見直しを行います。

③「見直し・整備の進め方」に基づき、各地区の状況を踏まえ、住民で構成される検討組織とともに、
既存の鉄道や路線バスの活用、地域が運行主体のコミュニティバスやデマンド交通の導入等に
より、公共交通の見直しを進めていきます。

④路線バスの利用者減少と運行補助額増加を改善するため、住民ニーズや利用状況に応じた利便
性や効率性の高い運行となるよう、運行事業者との検討・協議を行います。

⑤通学支援については、小・中学生が安心安全に通学できるよう進めていきます。

⑥運行形態や運行経費に基づき、適切な運賃を設定します。また、中心部から離れた地域の方や
高校生、高齢者が日常的に利用しやすい運賃制度を検討します。

⑦高齢者が自家用車からバスへの交通手段を転換することは、高齢者事故防止等の観点から重要
であることから、高齢者運転免許証返納支援事業を引き続き行います。

■施策の事業内容

事業1-1 　市内高校へ通学しやすい運行時間や運行ルートの設定

〈取組〉
・登下校の通学時間帯における市内高校への移動ニーズに対応し、幹線路線については、朝夕

の時間帯において限定したバス停のみに停車する高校直通便の導入を検討します。これによ
り、学生の移動手段の確保を図ります。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

事業 1-2 　通院や買い物の往復など利用状況に対応した適切な運行

〈取組〉
・通院や買い物のため、中心市街地への移動ニーズが高くなっています。利用実態と利用者ニー

ズを把握し、通院、買い物に利用できる時間帯とその復路の利用にも配慮した運行見直しを
行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民
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事業 1-3 　新発田市コミュニティバス（菅谷・加治地区）の継続運行

〈取組〉
・菅谷・加治地区住民の日常の移動手段となっている新発田市コミュニティバスの運行を継続

していきます。

・菅谷地区は高齢化率が高くなっており、ますます公共交通の必要性が増していくものと考え
られます。新発田市コミュニティバスの運行受託団体であるＮＰＯ法人七葉を通じてバスの
利用状況や住民の移動ニーズを把握し、地域の方が利用しやすい時間帯の設定やルートの改
善を行います。

〈実施主体〉　新発田市、ＮＰＯ法人七葉、地域住民

　　　　 　　　【新発田市コミュニティバス】

事業 1-4 　川東コミュニティバスの継続運行

〈取組〉
・川東コミュニティバスの運行については、川東コミュニティバス検討部会において、平成

２９年度以降の基本目標や目標値（乗車人数一日２６０人等）を設定し、利用状況や移動ニー
ズに応じた時間帯の設定やルートの改善を行い、「地域の足」として将来へ引き継ぐ運行を維
持していくことにしています。

・高校生の自主通学を進めるため、高校生に対応したパンフレットの作成・配布、定期券の導
入などによりバスをより利用しやすくしていきます。

・高齢者の方々の公共施設や医療機関等への移動手段を確保するため、利用者アンケートを実
施し、その中で把握した高齢者のニーズに対応した運行時間帯やルートの見直しを行います。
また、わかりやすい時刻表の作成などを行います。

・川東コミュニティバス検討部会と一緒になり利用促進事業を行います。

〈実施主体〉　新発田市、川東コミュニティバス検討部会、交通事業者、地域住民

　　 　　　【川東コミュニティバス】
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事業 1-5 　東中学校区の公共交通の見直し

〈取組〉
・東中学校区を運行している新谷線、東赤谷線は、小中学生の通学に利用されています。平成

30 年 4 月の東小学校の開校に向け、学校統合後の通学に利用しやすいよう地域の方や交通事
業者と検討協議を行い、経路の変更やダイヤの見直しを実施します。

・東中学校区公共交通・通学支援検討委員会を中心として、東中学校区の公共交通の確保に向
けた協議・意見交換を継続して行います。

〈実施主体〉　新発田市、東中学校区公共交通・通学支援検討委員会、地域住民、交通事業者

事業 1-6 　各地区の公共交通の見直し

〈取組〉
・「見直し・整備の進め方」に基づき見直しを進めます。

・公共交通空白域拡大や地域内交通が必要な地域において、地域住民で構成される組織を設置
し、地域主体で取り組む交通サービスの検討を行います。

・住民で構成される検討組織とともに、既存の鉄道や路線バスの活用、地域が運行主体のコミュ
ニティバスやデマンド交通の導入等により、公共交通の見直しを進めていきます。

・「小・中学校の望ましい教育環境に関する教育方針」に基づき、地域との協議において学校統
合の検討が進む地区については、児童・生徒の安全安心な通学環境を確保するため、各地域
の公共交通等の実情を踏まえ、通学支援を含めた最も効率的で利便性の高い公共交通の見直
し、整備を地域とともに検討していきます。

・サービスの向上や利用者の拡大を検討するなど、地域主体の公共交通の維持・運営を図ります。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

事業 1-7 　コミュニティバス運賃の見直し

〈取組〉
・コミュニティバスの運行においては、利便性と採算性のバランスの取れた持続可能性が求め

られています。市民負担の公平性の観点や民間路線バスの運賃体系を考慮し、運賃制度の見
直し検討を行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

事業 1-8 　高校生や高齢者への運賃割引制度の検討と障がい者割引運賃の実施

〈取組〉
・中心交通拠点である新発田駅から距離が離れている地域では、路線バスの運賃が高く、定期

的に通院等でバスを利用する高齢者にとって経済的な負担が大きくなっているのに加え、高
校生の自主通学を阻む原因ともなっています。また、公共交通の見直しを行い、コミュニティ
バスを導入している地域との間で運賃格差が生じています。そのため、市街地中心部から離
れた地域の高齢者や高校生が日常的にバスを利用しやすいよう運賃の割引制度の検討を行い
ます。
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・障がい者の社会参加を促進するため、路線バス運賃の割引とあやめバス、新発田市コミュニ
ティバス、川東コミュニティバス運賃の無料化を引き続き実施します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

事業 1-9 　高齢者運転免許証返納支援事業の継続実施

〈取組〉
・高齢者が自家用車からバスへと交通手段を転換することは、高齢者事故防止等の観点から重

要であることから、高齢者運転免許証返納支援事業を引き続き行います。

【支援内容】
　免許返納者に５，０００円相当の次のいずれか一つを交付。（申請は１回限り）
　・コミュニティバス回数利用券（新発田市）　
　・路線バス回数券（新潟交通観光バス株式会社）
　・いきいきスタンプお買物券（新発田市専門店協同組合）
　・タクシー券（新発田ハイヤー協会）

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

事業1-10 　スクールバスの運行と定期券の購入補助

〈取組〉
・小・中学生が安心安全に通学できるよう、新発田市通学支援基準に基づきスクールバスの運

行や定期券の購入補助を進めていきます。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

　【高齢者運賃割引や高校生通学支援の導入事例】

例　新潟市
「シニア半割り」

例　村上市
「路線バス学生運賃割引社会実験」
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事業1-11 　廃止代替路線の検討、見直し

〈取組〉
・廃止代替路線バスは、収支の悪化等により、 施策上必要と認めたものに限り、市が運行補助を

し、路線の維持を行っています。近年、利用者数が減少し、必要とされる公共交通に変化が
生じていることから、その必要性や今後のあり方について路線ごとに検証し、交通事業者と
運行について検討・協議を行いながら改善していきます。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

　【バス路線の再編イメージ】

見直し前

見直し後

中心市街地

同じ区間が重複し、
利用人数が少ない。

運行の効率化
運行の頻度を高める

乗車時間の短縮 生活拠点を結ぶ
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  【施策２】多様な公共交通の連携による公共交通ネットワークの整備

■施策の概要

①鉄道ダイヤに合わせたコミュニティバスのダイヤ改正や、利便性向上に向けた鉄道事業者への

要望活動の継続により、鉄道とバスの乗継ぎの円滑化を図ります。

②バス路線相互の乗継ぎができるように運行ダイヤを設定することで、地域間の移動や地域から

中心市街地への移動の円滑化を図ります。

■施策の事業内容

事業2-1 　鉄道との接続を考慮したあやめバス、コミュニティバス、路線バスのダイヤ改正

〈取組〉

・高校への通学を中心に、市外へ行くための地域から駅へ向かう移動ニーズや、駅から市内の

目的地へ向かう移動ニーズがあり、市内外の移動の円滑化のためには、鉄道との乗継ぎを考

慮したバスのダイヤ設定が必要となっています。

・鉄道のダイヤ改正に併せ、あやめバス、コミュニティバス、路線バスのダイヤ改正を行い、

鉄道との乗継ぎが可能な運行便の設定や待合時間の短縮を図ります。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

事業 2-2 　あやめバスとの接続を考慮したコミュニティバス、路線バスのダイヤ設定

〈取組〉
・地域から市街地内の各施設へ移動するには、コミュニティバスや路線バスとあやめバスとの

乗継ぎが必要となっていることから、各バス路線の相互の乗継ぎに配慮したダイヤ設定を行
い、待合時間の短縮を図ります。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民
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事業 2-3 　地域をつなぐコミュニティバスや路線バス同士のダイヤ設定

〈取組〉
・路線バスやコミュニティバスを乗り継いで通学する高校生や観光施設等を訪れる観光客など

の移動の円滑化を図るため、地域間の移動ニーズに配慮し、相互の乗継ぎを考慮したバス路
線のダイヤ設定を検討します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

　 　 　　　【新発田市コミュニティバス乗換拠点】
　 　 　　　各地域から乗換拠点にバスが集まり、　　

　 　　　乗換えが行われています。

事業 2-4 　利便性向上に向けた鉄道事業者への改善要望活動の実施

〈取組〉
・鉄道との乗継ぎ利便性の向上のため、鉄道事業者への改善要望活動を継続して行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者
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  【施策３】公共交通を利用しやすい環境の整備

■施策の概要

①バス利用者にとってバス停で快適に過ごせる待合環境が必要なことから、スーパー等との協力
により、待合環境の充実を図ります。

②バス待合所等設置事業補助金制度を活用した地域によるバス待合所の整備を促進します。また、
ベンチなどの設置要望も多いことから、補助金制度の見直しを検討します。

③バス車両の導入においては、高齢者等が乗降しやすい低床型車両への導入や更新を随時行いま
す。また、地域内路線等の導入に当たっては、利用状況や道路状況に応じた車両選定を行います。

④バス利用者の不安感の解消や利便性向上を図るため、時刻表・路線図やバス停案内表示、ホー
ムページを充実させます。また、位置情報発信システムの充実やデジタルサイネージ等を活用
し、わかりやすい情報発信を行います。

⑤小銭を持ち歩くことがなく、支払いがスムーズに行われるなど、利用者の利便性向上のため
交通系ＩＣカード導入の検討を行います。

■施策の事業内容

事業3-1 　バス待合所の設置推進とバス待合所等設置事業補助金制度の見直しの検討

〈取組〉
・バス利用が少ない理由として「雨雪の中でのバス待ち」が挙げられており、待合環境の改善

が課題となっています。バス利用者の利便性向上のため、バス待合所等設置事業補助金制度
により、自治会が行うバス待合所の設置、増改築、改修又は修繕に係る対象経費の一部を補
助していきます。また、補助金の対象となっていないベンチなどの設置要望も多いことから、
補助金制度の見直しを検討します。

・中心市街地においては、待合所を設置するスペース等がないことから、バス停付近の事業者
等の協力により待合環境の充実を図ります。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

【バス待合所の導入事例】 【スーパーやコンビニ等を活用した待合所の導入事例】

例　 横浜市
「コンビニと連携した待合スペース」

「新発田市バス待合所等設置事業補助金制度」
を活用して設置した待合所
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事業 3-2 　バリアフリー車両の導入促進と導入車両の検討

〈取組〉
・路線バスの多くは、乗降ステップの段差が大きく、高齢者等がバスを利用する際の大きな障

害となっています。高齢者等に配慮し、交通事業者と連携、協力を図りながら乗降しやすい
低床型車両の導入や更新を随時行います。

・また、地域内路線等への導入に当たっては、利用状況や道路状況に応じた車両選定を行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

事業 3-3 　市内公共施設と連携したデジタルサイネージを活用した情報発信

〈取組〉
・新発田市役所（ヨリネスしばた）や新発田駅前複合施設（イクネスしばた）では、施設内の

デジタルサイネージを活用し、あやめバスの運行情報を発信しています。引き続き情報発信
を行い、バス利用者の不安感の解消や利便性の向上を図ります。

〈実施主体〉　新発田市

事業 3-4 　「バスどこ？」の対象路線拡大とシステムの再構築

〈取組〉
・バスは渋滞や天候等の影響により遅延が生じやすいことから、バス待ち時の不安の解消を図

るため、あやめバス路線を対象として、バスの現在位置をホームページに表示する「バスど
こ？」による情報発信を実施しています。更なる利便性の向上と不安の解消を図るため、対
象路線の拡大や時刻表の検索機能の付加といった「バスどこ？」のシステムの再構築を検討
します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

　【バス位置運行状況システム「バスどこ？」】

大型商業施設に設置した街角情報端末スマートフォン等の画面
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事業 3-5 　バス停案内表示の充実と公共交通ガイドマップの作成

〈取組〉
・バスを利用しない理由として「時刻表や運行ルート等がわからない」という意見が多くある

ことから、バスや鉄道を含めた地域全体の公共交通を対象とし、それぞれの時刻表や運行ルー
ト、運賃、乗継ぎ等の情報をわかりやすく紹介する「公共交通ガイドマップ」やバス停の案
内表示の作成を行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

事業 3-6 　地域主催の乗り方教室の開催

〈取組〉
・「乗り方がわからない」「乗継ぎ方法がわからない」といった不安がバスを利用しない要因の

一つとなっています。そのため、乗り方教室を開催し、公共交通の魅力や必要性、乗り方な
ど日常生活の中で公共交通について考える場を提供することで、公共交通の利用促進を図り
ます。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　【地域主催の乗り方教室】
　実際にバスに乗車して、バスへの
　乗り方や運賃の支払い方法など
　体験する乗り方教室を実施しています。

事業 3-7 　ＩＣカード導入の検討

〈取組〉
・交通系 IC カード（Suica 等）は、小銭の用意等が不要となり支払いがスムーズになることや、

乗降データの収集による詳細な利用実態の把握が期待できることから、車両の入替に併せて
システムの導入を検討します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者
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・公共交通の利便性と効率性を高めるとともに、将来にわたって持続可能なものとするため、住

　民の主体的な検討と取組を推進する環境づくりを進めます。

・定住と交流の促進をはじめ、公共交通が社会全体を活性化させる基盤となるよう、まちづくり

　や地域と連携した取組を推進します。

　【目標２】
地域とともにつくり、支える、持続可能な公共交通

評価指標 現状値 目標値（H35）

① 地域における検討支援体制の構築数 4 団体 8 団体

② 路線バス利用者 1 人当たり運行経費 1,077 円／人 1,028 円／人

③ コミュニティバス利用者 1 人当たり運行経費 747 円／人 623 円／人

④ 公共交通の利活用を推進する年間取組数 4 件 12 件

評価指標設定の理由

①：地域住民で構成される団体が中心となり検討や取組を行っているため　　　　　
②、③：運行経費や補助額の抑制が課題となっているため　　　　　　　　　　　　
④：取組の増加により、地域全体で公共交通を支える機運の広がりが期待されるため
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  【施策４】地域全体で公共交通を支える基盤づくり

■施策の概要

①ノーマイカーデー等の周知・啓発により、公共交通利用のきっかけを作り、自家用車から公共
交通機関への利用を促すとともに、環境負荷の軽減につなげます。

②商店街・商業施設・医療機関や市内の観光施設などと連携し、人の流れを生み出し、公共交通
の利用促進につながる多様な取組を検討します。また、バス車両の広告募集などにより、地域
関係者による公共交通の活用を促進します。

③地域に支えられた公共交通の実現に向け、地域住民による主体的な組織づくりや、地域住民が
行う公共交通の検討、維持、運営、支援等の活動を促進します。また、行政と地域住民の具体
的な取組とその役割分担を明確にする公共交通の手引きを発行します。

④地域社会全体の協力や取組を推進するため、各種イベントやホームページ等を活用した情報発
信・意識啓発を行い、公共交通に対する市民の理解を深めます。また、愛着の醸成や維持確保
に向け、市民が公共交通を応援できる仕組みを整えるため、地域の事業者や個人が協賛や支援
活動等を行うサポーター制度を構築します。

■施策の事業内容

事業4-1 　ノーマイカーデーの周知・啓発

〈取組〉
・ノーマイカーデー等の周知・啓発により、公共交通利用のきっかけを作り、自家用車から公

共交通機関への利用を促すとともに、環境負荷の低減につなげます。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、関係機関

事業 4-2 　商店街等と連携した取組の検討

〈取組〉
・公共交通の活性化により中心市街地や地域に人の流れを生み出すため、地域の商店街・商業

施設や市内観光施設と連携し、公共交通によるアクセス方法の周知や時刻表の設置、バス回
数券の贈呈といった、利便性の向上や利用促進を図る取組を検討します。

〈実施主体〉　新発田市、関係機関

北海道帯広市の事例長岡市の事例

　【商店街等と連携した取組の導入事例】
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事業 4-3 　車内・車外広告の募集やバス停のネーミングライツの検討

〈取組〉
・公共交通の維持に向けて収入を確保するとともに、情報発信手段として地域によるバスの活

用を推進するため、音声広告や車内・車外広告の募集を引き続き行います。また、バス停名
に施設・店舗名等を付けるネーミングライツの検討を行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、関係機関

事業 4-4 　地域住民の主体的な組織づくりや活動の支援

〈取組〉
・地域の公共交通の検討、維持を担う住民組織の構築を支援します。

・住民組織の主体的な活動を支援します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民

事業 4-5 　公共交通の手引きの発行

〈取組〉
・公共交通の課題を抱える地区では、課題解決に向けた取組の進め方が地区住民に十分に理解

されていないことや、一部の住民にしか共有されていないことから、地区全体での主体的な
活動につながっていかない状況がみられます。

・住民の主体的な公共交通の検討、維持、運営等の活動を支援するため、行政と地域住民の役
割分担を明確にし、具体的な取組の手順を示した住民向けの冊子を発行します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民、関係機関

【各地区の公共交通に関する住民組織の状況】

地区 検討組織（平成 29 年 3 月末時点）

本庁 なし

五十公野・米倉・赤谷・松浦 東中学校区公共交通・通学支援検討委員会
（五十公野～赤谷部会、松浦部会）

川東 川東コミュニティバス検討部会

菅谷・加治 ＮＰＯ法人七葉

佐々木 なし

豊浦 なし

紫雲寺 なし

加治川 なし
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事業 4-6 　各種イベントやホームページ等の活用による利用促進・意識啓発

〈取組〉
・公共交通の必要性やあり方を考えるきっかけづくりや公共交通利用者の拡大に向け、各種イ

ベントでの車両展示やパンフレットの配布、ホームページでの情報発信等により利用促進や
意識啓発を図る周知活動を行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、関係機関

【サマーフェスティバルでの車両展示】
毎年夏に開催されるサマーフェスティバル

（ジャンボ歩行者天国）に参加し、
車両展示を行っています。

事業 4-7 　サポーター制度の構築

〈取組〉
・将来にわたる公共交通の維持確保に向け、市民が公共交通を応援できる仕組みを整えるため、

地域の事業者や個人による協賛や支援活動等を行うサポーター制度を構築します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、地域住民、関係機関

事業 4-8 　高校・大学と連携した利用促進活動

〈取組〉
・公共交通は、通学をはじめとした学生の移動手段として利用の拡大が期待されることから、

効果的な利用促進を行うため、学校における公共交通の情報発信や、学生の視点を取り入れ
た取組の検討など、高校・大学との連携による利用促進活動を実施します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者、関係機関
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・都市的サービスの確保を視点に、人口密度の維持や立地施設の活性化を促すため、商店街・商

　業施設・医療機関等の都市機能の集積地の回遊性を向上させる公共交通を整備します。

・周辺市町村や市内各地域と新発田市街地をつなぐ公共交通ネットワークを充実させ、公共交通

　による移動の利便性を高め、便利で暮らしやすい生活圏域づくりを推進します。

評価指標 現状値 目標値（H35）

① あやめバスの年間利用者数 80,582 人 83,200 人

② 通学における高校生の公共交通利用率 51.0％ 61.0％

評価指標設定の理由

①：新発田市街地内の回遊性を担う公共交通であるため　　　　　　　　　　　　　　　　　
②：市外から市内へ多くの高校生が通学しており、公共交通の主要な利用者となっているため

　【目標３】
　まちの変化に応じた公共交通
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  【施策５】アクセス向上による都市拠点の形成強化

■施策の概要

①新発田市街地における都市拠点の形成に向け、あやめバスの運行により、各公共施設や商業施
設、医療機関といった施設や観光資源へのアクセス性の確保と回遊性の向上を図ります。また、
住民・来訪者の移動ニーズや利用状況、施設の立地状況等を踏まえ、ダイヤ改正や運行ルート
の変更等により、利便性の向上を図ります。

②新発田市街地の変化に対応した移動手段の確保を図るため、住宅地の開発や商業施設の立地が
進む地域の状況を踏まえ、あやめバスの新たなネットワークを検討します。

③パークアンドライドについては、利用ニーズの状況や民間支援等の取組も含め、今後のあり方
について検討を行います。また、交通拠点となる駅やバス停までの移動手段として自転車での
利用も多いことから、利用しやすい駐輪場を維持していきます。

④中心交通拠点である新発田駅の利便性向上を図るため、公共交通システムとの連携等で賑わい
のあるまちづくりを進める方策を検討します。

⑤観光客の利用実態や移動ニーズを把握し、月岡温泉や市内観光施設へのアクセス手段の確保と
観光周遊ルートの構築を図ります。また、阿賀北圏域で連携して広域観光周遊ルートを策定し、
圏域の活性化を図ります。

■施策の事業内容

事業5-1 　あやめバスの運行とダイヤ改正やルート変更等による利便性の向上

〈取組〉
・市街地内の移動手段の確保や回遊性の向上を図るため、公共施設や商業施設、医療機関等を

結び、市街地を循環するあやめバスの運行を継続します。

・あやめバスの利用が減少傾向にある要因として、移動ニーズと運行内容の不一致が考えられ
ることから、施設の立地状況や移動ニーズ調査を踏まえ、市街地内への通学や買い物、通院
の移動に応じた運行ダイヤの改正やルート変更を検討します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

事業 5-2 　あやめバス利用者に対する移動ニーズ調査

〈取組〉
・あやめバスは、時間帯や乗車地によって利用の傾向が大きく異なるため、運行内容の検証に

おいては、通学や買い物、通院といった日常生活における移動ニーズについて、詳細な分析
を行う必要があります。

・それぞれの移動ニーズを把握するため、定期的に行うバス停別の乗降調査に加え、発着地調
査や利用者に対するアンケート、ヒアリング等を行います。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者
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事業 5-3 　あやめバスの新たなネットワークの検討

〈取組〉
・あやめバスの沿線から離れた市街地の西側（新栄町、富塚町等）や東側（豊町、東新町等）

の地域で商業施設や住宅地の立地が進んでいることから、変化する移動ニーズへの対応や新
たな利用者の確保に向け、これらの地域を運行する新たなネットワークを検討します。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

事業 5-4 　パークアンドライドのあり方の検討

〈取組〉
・パークアンドライドについては、利用ニーズの状況や民間支援等の取組も含め、今後のあり

方について検討を行います。

〈実施主体〉　新発田市

事業 5-5 　駐輪場の維持

〈取組〉
・交通拠点となる駅やバス停までの移動手段として自転車での利用も多いことから、利用しや

すい駐輪場を維持していきます。

〈実施主体〉　新発田市、交通事業者

事業 5-6 　公共交通システムとの連携などの検討

〈取組〉
・交通結節点である新発田駅の利便性向上を図るため、公共交通との連携等により、賑わいの

あるまちづくりを進める方策を検討します。

〈実施主体〉　新発田市

　【中心交通拠点の新発田駅】

【新発田駅前広場】 【駅東交通広場】

駅東交通広場の整備により、ロータリーの一部が拡幅され、交通結節点としての活用が
期待されています。
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事業 5-7 　移動ニーズ調査の実施や市内観光施設を結ぶ周遊ルートの策定

〈取組〉
・観光客の利用実態や移動ニーズを把握し、月岡温泉や市内観光施設へのアクセス手段の確保

と観光周遊ルートの構築を図ります。

〈実施主体〉　新発田市、関係機関

事業 5-8 　広域観光周遊ルートの策定

〈取組〉
・阿賀北圏域で連携して広域観光周遊ルートを策定し、圏域の活性化を図ります。

〈実施主体〉　新発田市、関係機関

　 　　【新発田市観光情報センター】
　 　　新発田駅前にある観光案内所。観光案内を

　　はじめ、鉄道やバスの待合所や時刻の案内
　　場所として利用されています。
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  【施策６】広域的な交通ネットワークの形成強化

■施策の概要

①平成 28 年度に新発田市・胎内市・聖籠町が締結した「定住自立圏の形成に関する協定書」に
基づき、三市町が連携して公共交通網の再編、整備を進めることで、圏域内における移動手段
の確保と利便性の向上を図り、持続可能な公共交通体系を構築します。

②羽越本線の高速化促進や羽越新幹線の整備に向けて、周辺市町村と連携し、国や鉄道事業者等
に継続して要望をしていくことで、新発田駅を拠点とした沿線地域の広域的な交通ネットワー
ク形成の強化を図り、地域の活性化につなげていきます。

③新潟市を中心とした連携中枢都市圏では、一定の圏域人口と活力ある社会経済を維持していく
ため、近隣市町村と連携し、県内都市間高速バスや路線バスの利用促進や維持活性化に向けた
取組を進めていきます。

■施策の事業内容

事業6-1 　近隣市町をつなぐ公共交通の見直し

〈取組〉
・通勤、通学をはじめ通院や買い物で市域を超えた移動は日常的にみられますが、人口減少や

高齢化といった社会情勢等の変化によって移動ニーズも変化しています。そのため、近隣市
町との移動を支える公共交通として、次第浜線、中条線、佐々木稲荷岡循環線、新谷線など
の事業者バス路線の利用実態を把握し、地域の方が利用しやすいよう運行経路や運行ダイヤ
等の見直しを行います。

〈実施主体〉　新発田市、近隣市町、交通事業者

事業 6-2 　交通結節点の待合環境の整備と乗継ぎダイヤの見直し［定住自立圏連携事業］

〈取組〉
・聖籠町の循環バス「エコミニバス」は、新発田市の大型商業施設が並ぶ「コモタウン」に午

前午後の１便ずつ乗入れており、そこで新発田市の市街地循環バス「あやめバス」に乗り換
えることで両市町住民の通院や通学などの移動を円滑にしていますが、利用者の待合環境や
利用環境は十分とは言えません。そのため、定住自立圏構想の取組として、利用者の一層の
利便性向上を図るため、結節点である「コモタウン」にバス待合所を設置し、適切な維持管
理を行うとともに、実態把握を行い、乗継ぎダイヤの見直しを行います。

〈実施主体〉　新発田市、胎内市、聖籠町、交通事業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【定住自立圏形成協定 合同調印式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町の枠組みを越えた公共交通の連携により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域活性化が期待されます。
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事業 6-3 　広域的な公共交通ガイドや位置情報システムの検討

〈取組〉
・公共交通ガイドや位置情報システムといった情報発信の取組については、運行主体や自治体

により情報のアクセス先や情報量が異なることや、相互の連携が図られていないことから、
広域的な移動における利便性が低くなっています。

・近隣市町も含めた地域全体の公共交通網の活性化や、市内外の移動の円滑化を図る観点から、
位置情報システムや公共交通ガイド等の情報発信の取組について、広域的な実施を検討しま
す。

〈実施主体〉　新発田市、近隣市町、交通事業者、関係機関

事業 6-4 　羽越本線の高速化に向けた要望活動の実施やシンポジウムの開催支援

〈取組〉
・羽越本線の高速化促進や羽越新幹線の整備に向けて、周辺市町村と連携し、国や鉄道事業者

等に対する継続的な要望活動や、各沿線地域との連携を強化する羽越本線高速化シンポジウ
ム等の開催支援により、新発田駅を拠点とした沿線地域の広域的な交通ネットワーク形成の
強化を図り、地域の活性化につなげていきます。

〈実施主体〉　新発田市、関係機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【羽越本線高速化に向けた取組】

事業 6-5 　広域交通維持事業（県内都市間高速バス）［連携中枢都市圏連携事業］

〈取組〉
・県内都市間高速バスは、定時・速達性に優れ、地域間の通勤・通学等に欠くことができない

移動手段ですが、自家用車の普及など高速バスを取り巻く情勢及び事業者の厳しい経営状況
から減便・廃止が常態化しています。そのため、高速バスの利用状況把握や利用促進策に関
する調査、検討を実施し、関係市町と連携して、高速バスの維持や代替手段の確保に向けた
協議を行います。

〈実施主体〉　新発田市、関係市町、関係機関

事業 6-6 　生活交通維持事業（地域間幹線系統バス路線）［連携中枢都市圏連携事業］

〈取組〉
・複数市町村をまたがり運行されているバス路線は、地域間の通勤・通学・通院等、地域住民

の日常生活に欠かせない路線です。国や県の支援を受けながら維持を図っていますが、利用
者の減少や事業者の厳しい経営状況から現在のサービスレベルを維持することが困難になっ
てきています。そのため、利用状況把握や利用促進策に関する調査、検討を実施し、関係市
町と連携して、生活交通の維持確保に向けた協議を行います。

〈実施主体〉　新発田市、関係市町、関係機関
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 ４ 施策の実施スケジュール

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

施策１ 地域や利用者の移動ニーズに対応する移動手段の確保

事業1-1 市内高校へ通学しやすい運行時間や運
行ルートの設定

事業1-2 通院や買い物の往復など利用状況に対
応した適切な運行

事業1-3 新発田市コミュニティバス（菅谷・加
治地区）の継続運行

事業1-4 川東コミュニティバスの継続運行

事業1-5 東中学校区の公共交通の見直し

事業1-6 各地区の公共交通の見直し

事業1-7 コミュニティバス運賃の見直し

事業1-8 高校生や高齢者への運賃割引制度の検
討と障がい者割引運賃の実施

事業1-9 高齢者運転免許証返納支援事業の継続
実施

事業1-10 スクールバスの運行と定期券の購入補助

事業1-11 廃止代替路線の検討、見直し

施策２ 多様な公共交通の連携による公共交通ネットワークの整備

事業2-1 鉄道との接続を考慮したあやめバス、コ
ミュニティバス、路線バスのダイヤ改正

事業2-2 あやめバスとの接続を考慮したコミュ
ニティバス、路線バスのダイヤ設定

事業2-3 地域をつなぐコミュニティバスや路線
バス同士のダイヤ設定

事業2-4 利便性向上に向けた鉄道事業者への改
善要望活動の実施

施策３ 公共交通を利用しやすい環境整備

事業3-1 バス待合所の設置推進とバス待合所設
置事業補助金制度の見直しの検討

事業3-2 バリアフリー車両の導入促進と導入車
両の検討

事業3-3 市内公共施設と連携したデジタルサイ
ネージを活用した情報発信

事業3-4 「バスどこ？」の対象路線拡大とシス
テムの再構築

事業3-5 バス停案内表示の充実と公共交通ガイ
ドマップの作成

事業3-6 地域主催の乗り方教室の開催

事業3-7 ＩＣカード導入の検討

随時実施

随時実施

随時見直し実施

毎年度検証・見直しを行う 継続又は見直し

コミュニティバスの検証・見直しに応じて検討

随時実施

鉄道のダイヤ改正に応じて実施

優先的に検討・実施

随時実施

バス路線の見直しに応じて実施

随時実施

随時実施

バス路線の見直しに応じて実施

随時実施

バス路線の見直しに併せて対象地域の拡大を検討

随時実施

随時実施

バス路線の見直しに併せて実施

随時実施

随時実施

各地区の公共交通の見直しに併せて検討・見直しを行う

車両の入替に併せて検討
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H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

施策４ 地域全体で公共交通を支える基盤づくり

事業4-1 ノーマイカーデーの周知・啓発

事業4-2 商店街等と連携した取組の検討

事業4-3 車内・車外広告の募集やバス停のネー
ミングライツの検討

事業4-4 地域住民の主体的な組織づくりや活動
の支援

事業4-5 公共交通の手引きの発行

事業4-6 各種イベントやホームページ等の活用
による利用促進・意識啓発

事業4-7 サポーター制度の構築

事業4-8 高校・大学と連携した利用促進活動

施策５ アクセス向上による都市拠点の形成強化

事業5-1 あやめバスの運行とダイヤ改正やルー
ト変更等による利便性の向上

事業5-2 あやめバス利用者に対する移動ニーズ
調査

事業5-3 あやめバスの新たなネットワークの検討

事業5-4 パークアンドライドのあり方の検討

事業5-5 駐輪場の維持

事業5-6 公共交通システムとの連携などの検討

事業5-7 移動ニーズ調査の実施や市内観光施設
を結ぶ周遊ルートの策定

事業5-8 広域観光周遊ルートの策定

施策６ 広域的な交通ネットワークの形成強化

事業6-1 近隣市町をつなぐ公共交通の見直し

事業6-2 交通結節点の待合環境の整備と乗継ぎ
ダイヤの見直し [ 定住自立圏連携事業 ]

事業6-3 広域的な公共交通ガイドや位置情報シ
ステムの検討

事業6-4 羽越本線の高速化に向けた要望活動の
実施やシンポジウムの開催支援

事業6-5 広域交通維持事業（県内都市間高速バス）
［連携中枢都市圏連携事業］

事業6-6 生活交通維持事業（地域間幹線系統バス路線）
［連携中枢都市圏連携事業］

随時実施

随時実施（ネーミングライツは車内・車外広告の募集状況に応じて検討）

地域住民の組織づくりや活動に応じて検討

優先的に検討

利用ニーズの状況等に応じて検討

優先的に検討

随時実施（ダイヤ改正やルート変更は運行内容の検証に応じて検討）

随時実施

優先的に実施

随時実施

地域住民の意向に応じて実施

駅の利用状況等に応じて検討

広域的な公共交通の見直しに応じて検討

随時実施

随時実施

随時実施

随時実施

随時実施

あやめバスの検証・見直しに応じて検討

随時実施

移動ニーズ調査の結果を踏まえて検討

見直し実施随時実施
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